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主な記事 

新点数対応/今この1冊…2面、受診調査で寄

せられた事例等…3面、保険かわら版/理事

会等…4面、個別指導指摘事項-医科③…5面 

同-歯科②…6面、協同組合ニュース…7～8面 

 長野県保険医協会では、平成15年度

より指導、監査関係の情報開示請求に

より個別指導等の選定委員会の経過、

選考資料、指摘事項などの資料を得

て、その内容の検討を行ってきた。開

示請求14年目となる本年度も関東信越

厚生局(窓口:長野事務所)に開示請求を

行い、まず28年度の指導計画の件数、

月別指導計画数等、28年度の運用改善

事項などが明らかになった。  

 選定委員会議事録関係の開示が遅れ

ており、基準点数を含め従来の開示資

料も積み重ねた経年変化等の詳細分析

は後日となるが、指導計画の件数(表

1)、月別計画(表2)は、表の通り。 

 医科の個別指導は41件（うち病院４

件）、歯科は38件となっている。選定

内訳で高点数が医科が８割、歯科も７

割を占める。再指導は

歯科が14件(36.8％)と多

く、医科は４件(9.7％)。

新規は医科で29件(病院

１件含む)、歯科は33件

となっている。既に歯

科では新規が４月、通

常の個別指導も５月か

ら、医科はいずれも６

月開始となってい

る。なお、月別計

画の表では略した

が、集団的個別指

導が医科で10月に

36医療機関(病院3

含む)、11月に37医

療機関(病院4含む)、歯科で10月と

11月に各30医療機関が計画されて

いる。 

 また４月に入って日医や日歯の伝達

文書で示されていた28年度の集団指

導・個別指導等での運用改善事項も開

示資料の２つの事務連絡※1から根拠が

明らかになった。改善事項では、長野

県保険医協会・新潟県保険医会連名で

関東信越厚生局に要望した事項(本紙429

号参照）も含まれている。 

 運用改善の主な点は次の通り。 

(1)指導実施通知の通知時期の変更…｢３

週間前｣ → ｢１か月前｣ 

(2)患者名の通知時期の変更…｢４日前｣

及び｢前日｣ → ｢１週間前｣及び｢前日｣  

 ※新規個別指導における患者名の通知

時期（｢４日前｣ → ｢１週間前｣） 

(3)指導実施用レセプトに係る患者名の

通知人数の配分の変更…４日前に｢15人｣

及び前日に｢15人｣ → １週間前に｢20人｣

及び前日に｢10人｣ 

(4)選定除外取扱件数の解釈の変更…１

か月の平均取扱件数：｢概ね10件未満(精

○期日  ７月１７日（日） 
○場所 長野市生涯学習センター（トイーゴ）３階の会議室 

○「外来環」対応の研修 10:30～12：30 

  ・偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策 

             インフェクションコントロールドクター(ICD)、感染対策委員会委員長                 

         講師   松本歯科大学障害者歯科学講座教授  小笠原 正 氏  

    ※スタッフともども参加で医療法で診療所に義務付けられている年２回の研 

     修会の１回分とすることができます。  

○「歯援診」対応研修 13:45～16:15 

  ・高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応等 

                  老年歯科医学会の認定医、専門医であり両制度の指導医 

            講師  浅間総合病院 口腔外科医長   奥山 秀樹 氏

○参 加 費 会員及び会員医療機関スタッフ 無料  

必要な研修のみ参加可、修了証は終了後、各研修単位に発行致します。  

※通してご参加の方は、昼食はトイーゴ内の飲食店、或いは付近の飲食店をご利用

下さい。付近の飲食店マップは、ご用意します。 

※付近の有料駐車場をご利用ください。TOiGOパーキングは1時間当たり200円（8時～

24時までの間は最大800円）センター利用の場合最大200円の割引き有。 

神病院は5件未満)」→ ｢概ね30件未満｣ 

(5) ｢診療録｣等の書類が膨大になる場合

の取扱い…保存書類が膨大で持参が困

難である等の理由により､保険医療機関

等から問い合わせがあった場合は､個別

の事例に応じて適切に対応する 

(6)電子データで書類を持参する場合の

取扱い…電子カルテ等により電子デー

タで保存している書類について､被指導

者側から電子データで持参する旨の申

し出があった場合は､当該電子データを

閲覧するための電子機器及びソフト

ウェアの準備を条件に､個別の事例に応

じて適切に対応する 

 既に開始されている個別指導での実

施通知は、改定された「指導大綱関係

実施要領」に従い「１か月前」に出さ

れている。 
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申し込みは、本紙の発行元（本紙の題字左）に電話等でお願いします。 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間計 

病　院   2    1  1   4
診療所   6 5 3 7 4 2 5 3 2  37
医科計 0 0 8 5 3 7 4 3 5 4 2 0 41

0 5 6 6 4 4 2 3 5 2 1 0 38
病　院           1  1
診療所   2 3 4 5 3 6 1 4   28
医科計 0 0 2 3 4 5 3 6 1 4 1 0 29

3 1 3 2 3 2 3 5 3 8 0 33

表2　平成２８年度の個別指導、新規個別指導の月別指導計画

 歯　科 

 歯　科 
平成28年度指導計画(月別･集団的個別指導､個別指導､新規個別指導)（関東信越厚生局長野事務所）より作成

医
科

医
科

個
別
指
導

個
別
指
導

新
　
規

表1  平成28年度指導計画 (集団的個別指導・個別指導）

情
報
提
供

再
指
導

高
点
数

そ
の
他

一般病院 86 6 3 0 0 3 0

精神病院 16 1 0 0 0 0 0

臨床研修病院等 26 0 1 0 0 1 0

病院　計 128 7 4 0 0 4 0

内科（透析以外（その他）） 468 25 18 0 2 16 0

内科（透析以外（在宅）） 209 16 5 0 1 4 0

内科（透析） 25 2 1 0 0 1 0

精神・神経科 42 2 1 0 0 1 0

小児料 62 3 1 0 0 1 0

外科 84 5 3 0 0 3 0

整形外科 106 3 3 0 1 2 0

皮膚科 49 3 0 0 0 0 0

泌尿器科 21 1 1 0 0 1 0

産婦人科 50 0 1 0 0 1 0

眼科 85 3 3 0 0 3 0

耳鼻咽喉科 63 3 0 0 0 0 0

診療所　計 1,264 66 37 0 4 33 0

医　　科　　計 1,392 73 41 0 4 37 0

歯　　　科 1,050 60 38 0 14 23 1

区　　分

平成28年度指導計画(年度･集団的個別指導､個別指導) 平成28年3
月1日現在](関東信越厚生局長野事務所)より作成

個　別　指　導

内　　　訳集団
的
個別
指導

医
療
機
関
数

※1 ▽平成28年度から実施する集団的個別指導等
について（3/14厚生労働省保険局医療課医療指導
監査室長から地方厚生(支)局医療課長あて）▽「保
険医療機関等及び保険医等の指導及び監査につい

て」の別添1「指導大綱関係実施要領」の一部改正
について（3/22同医療指導監査室長から地方厚生
(支)局医療課長、都道府県民生主管部(局)国民健康
保険主管課(部)長、都道府県後期高齢者医療主管部
(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて） 

 

 


